
令和 2年第 10 回南島原市教育委員会定例会

日時 令和 2年 10 月 2 9日 (木) 午後 2時
場所 南有馬庁舎 3階大会議室

議事日程

第 1 開会

第 2 前回会議録の承認

第 3 会議録署名人の指名

第4 教育長報告

第 5 議案審議
議案第49号 南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部

を改正する告示について
南島原市立小・中学校における修学旅行
取消料等補助金交付要綱の制定について

報告第7号 南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う

第 6 その他
(1) 準要保護児童生徒就学援助の認定について
(2) 次回教育委員会定例会の開催について
(3) その他

第 7 閉会



令和2年第 10 回南島原市教育委員会定例会教育長報告

○令和 2年 9月の諸会議並びに諸行事

29日 (火 )13:30令和 2年第 9回教育委員会定例会 (南有馬庁舎)
15:00令和 2年第 1回総合教育会議 (南有馬庁舎)

30日 (水 )10:00地区別教育長・校長合同研修会 (大村市)

○令和 2年 10 月の諸会議並びに諸行事

1 日(木 )10:00令和 2年度第2回奨学資金貸付審議会(南有馬庁舎)
13:30市校長会第 5回研修会 (コレジョホール)

2 日 (金 )13:30令和 2年度政策評価会議市長ヒアリング(西有家庁舎)
13:45学校訪問(西有家中学校)

6 日(火 )10:00令和 2年第 3回市議会 (閉会、委員長報告、採決)(有家庁舎)
19:30原城マラソン大会実行委員会 (南有馬庁舎)

8 日(木 )15:00学校施設跡地利活用検討委員会(西有家庁舎)
9 日 (金 )13:30 口之津歴史民俗資料館企画展観覧 (口之津歴史民俗資料館)
12日 (月 )9:30 市部局長会議・行政改革推進本部会議 (西有家庁舎)

13:30市教頭会第 5回研修会 (コレジヨホ←ル)

14日 (水 )14:30写真家「池田 勉」氏写真展画集寄贈 (南有馬庁舎)
18 日 (日 )10:00 市表彰式 (コレジヨホール)

19日(月 )9:20 校長中間面談 (~2 0 日)( 南有馬庁舎)
26日(月 )9:00 有家ブロック統合校訪問(有家小学校、新切小学校)

13:45学校訪問(布津小学校)
27日 (火 )11:00有家ブロック統合校訪問(蒲河小学校)



議案第 4 9号

南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部を改
正する告示について

提案理由

年度途中に中学校が定める自転車通学区域の見直し並びに自転車通学区域への転
居及び転入等が想定されるため、中学校入学時の保護者の負担軽減に限定すること
なく、自転車通学生徒に必要なヘルメットの購入の負担軽減を可能とするため、所
要の改正を行 うもの。

令和 2年 10 月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



1議案第49 号資料1

南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の÷部を改正する告示

南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱 (平成23年南島原市告示第

45号)の÷音=を次のように改正する。

第 1条中「中学校入学時の保護者」を「保護者」に改める。

附 則
この告示は、令和 2年10月30日から施行する。
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南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表
新 旧

麺≧旨)
第1条 市は、市立中学校における自転車通学生徒の交通{…銭対策及び保護者の負担の
軽減を図るため、市立中学校が定める自転車通学区域の生徒で自転車で通学するもの
(以下「自転車通学生徒」という。) の保護者に対し、自転車通学用ヘルメット購入

補助金 (以下「補助金」という。) を交付するものとし、その交付については、南島
原市補助金等交付複眼-J(平成18年南島原市夫頼り第35号。以下「規則」という。)に定
めるもののほか、この告示の定めるところによる。

廻后)
第1条 市は、市立中学校における自転車通学生徒の交通{!銭対策及び中学校入学時の
保護者の負担の軽減を図るため、市立中学校が定める自転車通学区域の生徒で自転車
で通学するもの (以下「自転車通学生徒」という。)の保護者に対し、自転車通学用
ヘルメット購入補助金 (以下「補助金」という。) を交付するものとし、その交付に
ついては、南島原市補助金等交付1別則 (平成18年南島原市規則第35号。以下「規則」
という。) に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
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○南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱
平成23年4月 1日告示第45号

南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱
G趣旨)

第1条 市は、市立中学校における自転車通学生徒の交通安全対策及び保護者の負担の軽減を
図るため、市立中学校が定める自転車通学区域の生徒で自転車で通学するもの (以下「自転
車通学生徒」という。)の保護者に対し、自転車通学用ヘルメット購入補助金 (以下「補助
金」という。) を交付するものとし、その交付については、南島原市補助金等交付縄則 (平
成18年南島原市棚則第35号。以下「測則」という。) に定めるもののほか、この告示の定め

るところによる。

(補助の対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、自転車通学生徒の保護者で、自転車通学用
のヘルメットを購入した場合に要する費用を負担するものとする。
(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費 (以下「補助対象経費」という。)は、自転車通学用
のヘルメットを購入した場合に要する費用とし、補助率は、補助対象経費の 2分の 1どする。
2 前項の規定により算出した補助金額に10円未満の端菱勧式ある場合は、これを切り捨てる。
3 補助の対象となるヘルメットの個数は、自転車通学生徒 1人につき 1個とする。

(ヘルメット購入届)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、自転車通学用ヘルメット購入届由 (様式第 1号)
により学校長へ届け出なければならない。
(補助金の交付申請)

第5条 学校長は、前条の規定により提出された自転車通学用ヘルメット購入届を取りまとめ、
測則第4条の規定による申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 自転車通学用ヘルメット購入補助事業計画書 (様式第2号)
(2) 自転車通学用ヘルメット購入補助事業収支予算書 (様式第3号)
(3) 自転車通学用ヘルメット購入補助対象者名簿 (様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、前条に規定する書類の審査を行い、交付
の可否を決定する。
(申請事項の変更等の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、その申請内容を変更し、中止し、
又は廃止しようとするときは、測則第11条の規定により補助事業等変更中止 鱗辻)報告書
に、変更しようとする事項に係る第5条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認
を受けなければならない。
(実絹費報告)

第8条 学校長は、補助事業完了後、測則第13条の規定による実絹費報告書に次の書類を添付し
て提出しなければならない。
(1) 自転車通学用ヘルメット購入補助事業寿酬稚欝侵告書 (様式第 5号)
(2) 自転車通学用ヘルメット購入補助事業収支精算書 (様式第6号)
(3) 自転車通学用ヘルメット購入補助金交付者名簿 (様式第7号)
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(4) ヘルメット購入に係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(ネ瀬、ーJ)

第 9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則

この告示は、平成23年 4月 1日から施行する。
様式第 1号係檎4条関賄系)

年 月 日

-・背,1;,し“;{市′ゞ: g11学校長 も美

保湖.者住所

氏名 柳
　　

年 .「建 白車中 11:.;.中学:用ノ、、ル ,メ ッ ト贈り、j両

年度にオメ.r〆)中学 校 小粒-41:通学 用 .′~ル メツ トについて、i訓導争とれ }月曜人 L‐たいの‐ご、

れ届け L ますキー,

主に、「回転中:通学用ヘルメット職人浦川′金に開「rる請求 ・「受領代金の支払い及び返納に

1関する 与りも′」権限を下校〆とに委任 Lます .

生

徒

住 所

校名及び学年 南島原市・.Z IIIII¥中≧ 策 学年 r 組 )

生 もヒ 氏‐れ 保護‐者ふり*三村対
L---- ー

自 治 会 .名 117台会

ヘルメット1職人金額 円 交付申請額 円

鮪 ,考 1
- -‐「
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様式第2号係檎 5条襲雛系)
年度 臼乾さ麺通学羽1ヘルメッ団鷺人鞠[非甚業計画書

南高原市立 中学校
校長

L ‐事業のー月内

2, 事業の F・勺客

3. 補助金額の算出

4. その他
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様式第3号悌胎5条霞雛系)
年度 -.ー無事通学たま-」ヘルメット購人補助 '聯繋収 .之『r算 ,1}:

南,1もう」携行lifz 中学校

　　　　

LK二 分 金 額 備 考

収 ノ、 金 額 円

ニ之 川 金 額 円

IJi 円

ーメ: 分 金 額 備 考

円

円

「リ

合 計 円

3,, 支出 の 部

1メ: r'》 金 額 備 考

円

円

rり

合 ,i…. 円
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様式第4号館位5条琵賄系)
年度 白4広車通学用ヘルメット職人補助対象者名簿

ー初‘み原市・Z 中学投

機 lrそ

番
号

学
年

粗
生 もE
氏 名

保護者
氏 名

イモミ ′.i斤 階人金額 補助金額

11 リ

11 li

ーi リ

li リ

リ リ

li 円

リ 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

「「l 円

「TI 円

「T-l 円

-7-



様式第5号悌納8条関係)
年度 目-舷車通学用ヘルメット脆人補助事業実績報告,1

南高原二-li''′: 中学校

争お」.

1. 事業‘,′),成 果

2, 事業の内容

3, 補助金網山口重キ

4 ‐そのずia
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様式第6号 (第8条度雛系)
年度 自転車通学用ヘルメット購入補助事業収支精算 ,ー!;

南,1市原市立 1参学枝

校長

区 分 金 額 備 考

収 人 金 額 円

支 出 金 額 円

‘封 円

区 分 金 額 備 考

円

円

円

合 計 円

3, 支出び培 =

1メ: 分 金 額 端 ,考

円

円

1丁1

合 計 1丁j
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様式第7号係胎8条関雛系)

年度 自転虹通学用ヘルメット雌人補助金交付者名簿

南島原i-i立 -li1テコ妻

　　　　

系
…
"
リ

一

目=
1

組
た
た
‐
ト
~

′
′

1l
i十

鉾
名

保護者
氏 名

イーf三 戸,「r 購入金額 補助1金額

リ 円

リ 円

ーi 円

ii 円

ーl 円

円 リ

リ リ

1i ri

11 リ

リ ri

11 1」

リ ri

リ 円

リ ri

11 リ

円 リ

円 Ti

円 円

円 円

円 円
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報告第7号

南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消
料等補助金交付要綱の制定について

提案理由

学校が修学旅行を中止又は実施方法の変更をした場合に発生する取消料等を市が補
助することについて必要な事項を定めたので、南島原市教育委員会の権限事務の一部
を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第 5条の規定により報告する。

令和 2年 10 月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



1報告第7号資料 1

南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取
消料等補助金交付要綱

(趣旨)
第 1条 市は、南島原市立小・中学校 (以下「学校」という。) において、新型コロ
ナウイルス感染症の発生状況を踏まえて、校長が修学旅行を中止又は実施方法の
変更をした場合に発生する取消料等 (以下「取消料等」という。)について、児童
生徒の保護者 (以下「保護者」という。)の経済的負担の軽減を図り、適切な修学
旅行の中止又は実施方法の変更を促進し、もって、児童生徒等の健康の保持に資
することを目的に、保護者に対し、予算の定めるところにより、南島原市立小 ・
中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金 (以下「補
助金」という。) を交付するものとし、その交付については、南島原市補助金等交
付規則 (平成18年南島原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほ
か、この告示の定めるところによる。

(定義)
第 2条 この告示において「修学旅行」とは、令和 2年度に実施を予定している南
島原市立小・中学校管理規則 (平成18年南島原市教育委員会規則第8号)第7条第
1項の修学旅行とし、交通費、宿泊費等の経費の全額を保護者が負担することによ
り行う旅行をいう。
(補助対象経費)

第 3条 補助の対象となる経費 (以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止対策により、市教育委員会の指導又は助言に沿って
行われた修学旅行の中止又は実施方法の変更に伴い発生する経費のうち、次の各
号に掲げるものとする。
(1) 宿泊施設、見学施設、貸切りバス等の取消料
(2) 旅行企画料
(3) その他市長が認める経費
(補助金の額)

第 4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費相当額 (その額に10円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てた額) とする。ただし、当該補助対象経
費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、修学旅行の中止又は実施方法の変更に係る取消料
等を負担する保護者とする。
(補助金の交付申請)

第 6条 補助金の交付を受けようとする保護者 (以下「申請者」という。)は、南島
原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金
交付申請書 (様式第 1号)を児童生徒が在籍する南島原市立小・中学校の校長を
経由し、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、申請者の委任がある場合は、児童生徒が在籍する南
島原市立小・中学校の校長が代理して当該校分を一括して申請することができる。
この場合にあっては、前項に規定する申請書に、南島原市立小・中学校における
修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金交付申請について (様式第
2号)及び必要書類を添付しなければならない。
(補助金交付の決定)
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第 7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付の可
否を決定し、南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴
う取消料等補助金交付・却下決定通知書 (様式第 3号)により申請者に通知する
ものとする。

(手続の特例)
第 8条 規則第21条の規定により、規則第13条の規定による実績報告及び規則第14
条の規定による補助金の額の確定通知は、省略するものとする。
(その他)

第 9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則

この告示は、令和 2年10月9日から施行し、令和 2年度の予算に係る補助金から適
用する。
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年 月 日

南島原市長 様

申請者 (保護者)
住 "--自訴 ------------ … … … … -------… … … ------… “

氏 名 ⑩

南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴
う取消料等補助金交付申請書

南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料
等補助金交付要綱第 6条第 1項の規定により、補助金の交付について下記のと
おり申請します。

記
1 児童生徒氏名

2 学校名 南島原市立 学校

3 学年等 年 組

4 修学旅行の中止又は実施方法の変更による取消料等の金額

円

5 補助金額 円

委 任 状
私は、南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う

取消料等補助金について、南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実
施等の促進に伴う取消料等補助金交付要綱に基づく交付申請から受領までに係
る一切の権限を

学校 校長 に委任します。

年 月 日
住 所

氏 名 ⑩
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年 月 日

南島原市長 様

学校名
校長 ◎

南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助
金交付申請について

このことについて、次の表に掲げる者の取消料等を南島原市立小・中学校における修学旅
行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金交付要綱第 6条第 2項の規定に基づき、申請
いたします。

保護者氏名
(児童生徒氏名) 住 所 学年等 取消料等 補助金額

1
( ) 年 組 円 円

2
( ) 年 組 円 円

3
( ) 年 組 円 円

4
( ) 年 組 円 円

5
( ) 年 組 円 円

6
( ) 年 組 円 円

7
( ) 年 組 円 円

8
( ) 年 組 円 円

9
( ) 年 組 円 円

10
( ) 年 組 円 円

合 計 人 円 円
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第 号
年 月 日

様

南島原市長 園

南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う
取消料等補助金交付・却下決定通知書

年 月 日付けで申請のあった南島原市立小・中学校における
修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金の交付について、下記の
とおり決定したので南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の
促進に伴う取消料等補助金交付要綱第 7条の規定により通知します。

記

1 承認 ・ 却下
(却下の理由)

2 交付決定額 円
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